
 

 

 

令和８年第３回東かがわ市議会定例会議案等概要 

 

報 告   ６件 

承 認   ４件 

条 例   ３件 

補正予算  ２件 

人 事   １件  合計 16 件 

 

［予算外議案］ 

（報告） 

報告第３号 令和７年度東かがわ市土地開発公社の決算に関する書類の報告につい

て 
 

報告第４号 令和７年度一般財団法人東かがわ市スポーツ財団の決算に関する書

類の報告について 
 

報告第５号 第 23 期株式会社ソルトレイクひけたの決算に関する書類の報告につ

いて 
 

報告第６号 第 24 期株式会社ソルトレイクひけたの事業計画に関する書類の報告

について 
 

 

（承認） 

承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（東かがわ市税条例の一部を改

正する条例） 

○ 地方税法等の一部改正に伴うもの。 

○ 主な改正点 

 ・軽自動車税 

① 環境性能割の廃止に伴い、環境性能割に関する規定を削除したほか、現行

の「種別割」を「軽自動車税」とするなど、所要の改正を行ったもの。 

 ・個人市民税 

② 特定大口株主配当等を特定配当等へ追加し、配当が支払われる時に個人市

民税を徴収する仕組みとなるよう改正したもの。 

③ 附則において、肉用牛の売却による事業所得及び優良住宅地の造成等のた

めに土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について、適

用期限を延長する改正を行ったほか、条の削除及び条ずれに伴う所要の改

正を行ったもの。 

 

 

 



 

 

 

・固定資産税 

④ 改修特別特定建築物に係る固定資産税の減額について、同法の規定を参酌

して市町村の条例で定めることとなったことから、本条例の附則において、

その割合を定めるよう改正したほか、同法改正における項ずれに伴い本条

例で引用している条文について、所要の改正を行ったもの。 

○ 専決処分年月日 令和８年３月 31 日 

○ 施行期日 令和８年４月１日 

 

承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（東かがわ市国民健康保険税条

例の一部を改正する条例） 

○ 改正点 

・ 子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、子ども・子育て支援金制度が創設

されたことから、同制度に係る納付金を国民健康保険税に含めて課税するた

め、所要の改正を行ったもの。 

区分 課税方式 保険税率・額 

子ども・子育て支援金分 

所得割 被保険者の総所得金額 0.29％ 

均等割 

被保険者 1 人当たり 1,100 円 

18 歳以上の被保険者 

１人当たり 
50 円 

平等割 １世帯当たり 700 円 

※上限３万円、均等割については 18 歳未満の被保険者は全額減額 

 

・ 国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を６６万円から６７万円に引

き上げる改正をしたもの。 

・ 国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、対象世帯の軽減判

定所得の算定に係る、被保険者等の数に乗ずるべき金額を、５割軽減の対象世

帯は３０万５千円から３１万円に、２割軽減の対象世帯は５６万円から５７万

円にそれぞれ引き上げる改正をしたもの。 

○ 専決処分年月日 令和８年３月 31 日 

○ 施行期日 令和８年４月１日 

 

 

（条例） 

議案第１号 東かがわ市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 

○ 出入国管理及び難民認定法等の一部改正に伴い、新たに個人番号カードとして

機能する特定在留カード等が交付されるようになることから、特定在留カード等

を使用することにより、コンビニエンスストア等の多機能端末機を利用して印鑑

登録証明書の交付を受けることができるよう所要の改正を行うもの。 

○ 施行期日 公布の日 

 



 

 

 

議案第２号 東かがわ市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

○ 改正点 

①出入国管理及び難民認定法等の一部改正に伴い、新たに個人番号カードとして

機能する特定在留カード等が交付されるようになることから、特定在留カード

等を使用することにより、コンビニエンスストア等の多機能端末機を利用して

証明書の交付を受ける場合を追加するよう所要の改正を行うもの。 

②「年金の受給者に係る現況届における住民票記載事項の証明」について、手数

料を免除することとしていたが、特定の個人に係る証明であることから手数料

を徴収することとし、本条例において所要の改正を行うもの。 

○ 施行期日 ①公布の日、②令和９年４月１日 

 

議案第３号 東かがわ市公共施設使用料等の見直しに伴う関係条例の整備に関する

条例の制定について 

○ 多様な市民から広く利用されやすく、多くの人々にとって使いやすい公共施設

とするため、統一した基準に基づき公共施設の使用料等を改正することとしたこ

とから、次の９条例について所要の改正を行うもの。 

   ①東かがわ市集会所設置条例 

   ②東かがわ市人権センター条例 

   ③東かがわ市コミュニティセンター設置条例 

   ④東かがわ市公民館条例 

   ⑤東かがわ市立学校の施設開放に関する条例 

   ⑥東かがわ市交流プラザ条例 

   ⑦東かがわ市つばさ交流センター条例 

   ⑧東かがわ市引田漁村センターの設置及び管理に関する条例 

   ⑨東かがわ市ひとの駅さんぼんまつ設置条例 

○ 施行期日 ①～⑦及び⑨令和９年４月１日、⑧令和 10 年４月１日 

 
 

（人事） 

議案第６号 東かがわ市教育委員会委員の任命について 

○ 東かがわ市教育委員会委員 山本
やまもと

勝
まさ

博
ひろ

氏の任期が、令和８年６月 26 日をも

って満了することになり、引き続き、同氏を任命することについて、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定に基づき、議会の同意を

得ようとするもの。任期は、令和８年６月 27 日から令和 12 年６月 26 日まで

の４年間。 

 

 



 

［予算議案］ 

 

（報告） 

報告第１号 令和７年度東かがわ市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について 

※３０事業  繰越総額 ７億４，７７６万２千円 

 

報告第２号 令和７年度東かがわ市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

※資本的支出 繰越総額   １億３，１２５万円 

 

（承認） 

承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度東かがわ市一般会計補正予算

（専決第２号）） 

○ 歳入歳出ともに７，５０７万４千円を追加 

○ 補正後の予算総額２００億５，３８８万５千円 

 

承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度東かがわ市介護保険事業特別

会計補正予算（専決第１号）） 

○ 歳入歳出ともに６，３７７万１千円を減額 

○ 補正後の予算総額５３億８，４０９万３千円 

 ＜内容＞ 

令和７年度から実施の重層的支援体制整備事業のうち、介護保険事業について、国庫補助要

件を満たすため、社会福祉法に基づき委託料等関連経費を介護保険事業特別会計から一般会計

へ振り替えたもの 

  

（補正予算） 

議案第４号 令和８年度東かがわ市一般会計補正予算（第１号）について 

○ 歳入歳出ともに１億７，７２４万６千円を追加 

○ 補正後の予算総額１８０億８，２１３万４千円 

 

＜主な歳出＞ 

 ①自治会活動事業                             ７００万円 

    ・自治会集会所整備事業費補助金                   （７００万円）

※老朽化した町田自治会館の大規模修繕を支援するための補助金 

  ②未来投資応援事業                       ５，１１０万９千円 

・未来投資応援補助金                      （５，０００万円） 

・事務費（会計年度任用職員）                  （１１０万９千円） 

※国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰等の影響を受けている

市内に本社・営業所等のある事業者の将来に向けた投資を促進するため、新事業展開、生産

性向上、賃上げの実現に向けた設備投資を支援するための補助金及び事務費 

  

 



 

③賦課徴収事業                           ８５２万５千円 

   ※地方税のオンラインシステムである eLTAX 更新に伴う国税・地方税間の情報連携強化、納

税通知書電子化に伴うシステム改修費用 

④介護保険事業                         ９，０２３万２千円 

  ・重層的支援体制整備事業                  （８，９３７万４千円） 

※令和７年度から実施の重層的支援体制整備事業のうち、介護保険事業について、国庫補

助要件を満たすため、社会福祉法に基づき委託料等関連経費を介護保険事業特別会計から

一般会計へ振り替えるもの 

(承認第３号と同様の令和８年度一般会計における予算措置) 

  ・介護保険事業特別会計介護保険事務費繰出金            （８５万８千円） 

   ※特定入所者介護サービス費の負担限度額見直しに伴うシステム改修に係る繰出金 

 ⑤子ども医療等給付事業                       ２０４万３千円 

・福祉医療システム改修委託料                  （２０４万３千円） 

※税制改正（特定親族特別控除の創設）に伴う福祉医療システム改修費用 

⑥生活保護事業                         １，４２１万４千円 

 ・最高裁判決対応追加給付計算ソフトウェア使用料          （２６万４千円） 

 ・生活保護費                          （１，３９５万円） 

  ※平成２５年生活扶助基準改定の最高裁判決に伴う追加給付額の算定ソフト使用料と給付

費用 

⑦非常備消防事業                            １８０万円 

 ・自主防災組織助成金                        （１８０万円） 

  ※浜町自治会による発電機等の防災資機材整備を支援するための助成金 

⑧体育施設維持管理事業                        ７５万７千円 

・弁護士委託料                          （７５万７千円） 

※温水プール騒音対策等請求事件の判決確定に伴う弁護士委託料 

 

＜主な歳入＞ 

〇国庫支出金 

・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金            ４，３３９万５千円 

・生活保護費負担金                       １，０４６万２千円 

〇県支出金 

・地域活力向上のための市町等総合交付金               １，２００万円 

※シティプロモーション推進事業、官民連携推進事業のうち、（一社）東かがわ地域経営機構

への委託事業（官民連携事業と地域商社事業）に対する交付金の採択に伴うもの 

〇諸収入 

・自主防災組織育成事業補助金（（一財）自治総合センターのコミュニティ助成）１８０万円 

 ※浜町自治会による発電機等の防災資機材整備事業に対する補助金の採択に伴うもの 

・地域医療等振興事業費交付金                      １０３万円 

※東かがわ りっぷプランの改定事業に対する交付金の採択に伴うもの 

 

 



 

〇地方債 

 ・システム整備事業債                          ３１０万円 

〇繰入金 

 ・財政調整基金繰入金                      ２，３８２万１千円 

 ・介護保険事業特別会計繰入金                  ３，２１７万１千円 

 

議案第５号 令和８年度東かがわ市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

○ 歳入歳出ともに７，５４１万３千円を減額 

○ 補正後の予算総額５０億４，３７８万５千円 

＜内容＞ 

・重層的支援体制整備事業                    ▲７，６２７万１千円 

※令和７年度から実施の重層的支援体制整備事業のうち、介護保険事業について、国庫補助要

件を満たすため、社会福祉法に基づき委託料等関連経費を介護保険事業特別会計から一般会計

へ振り替えるもの 

 (承認第４号と同様の令和８年度介護保険事業特別会計における予算措置) 

・システム改修委託料                          ８５万８千円 

 ※特定入所者介護サービス費の負担限度額見直しに伴うシステム改修費用 


